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ノロウイルスによる食中毒予防の徹底について 

 

 

大規模食中毒対策については、「大規模食中毒対策等について」（平成 9年 3

月 24 日付衛食第 85 号厚生省生活衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管

理マニュアル」に基づき、集団給食施設等の監視指導の徹底をお願いしている

ところです。 

先月、和歌山県御坊市において患者数が 500 人以上、先日、東京都立川市に

おいて患者数 1000人以上※のノロウイルスによる大規模食中毒事案が発生して

います。※立川市の調査結果（2月 24日正午現在） 

つきましては、ノロウイルスの感染や食中毒の予防の観点から、引き続き「ノ

ロウイルスに関する Q&A」（最終改定：平成 28 年 11 月 18 日）、「ノロウイ

ルス等の食中毒予防のための適切な手洗い（動画）」等を参考に、手洗いの徹

底、糞便・吐物の適切な処理等、より一層の感染予防対策の啓発に努めるよう

お願いします。 

加えて、これまで感染者が食品の取扱いに従事することによる食中毒も多発

していることから、従事者の健康状態の確認を徹底するとともに、体調不良者

については食品の取扱いに従事しないよう引き続き指導方よろしくお願いしま

す。 

 

 


